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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極を有し、かつ上面から光を発する１または複数の発光素子と、
　前記発光素子との関係で前記発光素子の下側に配置され、かつ前記発光素子の電極に電
気的に接続された複数の端子電極と、
　前記発光素子の上面および１つの端子電極に接すると共に前記発光素子の側面から離れ
た位置に配置され、かつ成膜プロセスによって形成された第１金属線と、
　前記第１金属線に未接続の端子電極に電気的に接続されると共に前記発光素子の上面に
向かって延在し、かつ成膜プロセスによって形成された第２金属線と、
　前記発光素子、前記第１金属線および前記第２金属線を埋め込む絶縁体と
　を備えた
　発光装置。
【請求項２】
　前記第１金属線と前記第１金属線に接する端子電極との接続点と、前記第２金属線に接
する端子電極との接続点とは、前記発光素子を介して互いに対向配置されている
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記第１金属線および前記第２金属線は、前記発光素子の側面を覆うと共に前記複数の
端子電極のそれぞれの表面の一部を覆う犠牲層を形成し、前記犠牲層を含む表面全体にシ
ード金属を形成したのち前記シード金属の上面のうち所定の領域にめっき金属を積層し、
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前記シード金属のうち少なくとも前記めっき金属と非接触の部位と、前記犠牲層を除去す
ることにより形成されたものである
　請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記絶縁体は、前記第１金属線および前記第２金属線を形成したのち、前記発光素子、
前記第１金属線および前記第２金属線を埋め込むように透明樹脂層を形成し固化させるこ
とにより形成されたものである
　請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１金属配線および前記第２金属線は、前記透明樹脂層を形成する際に前記第１金
属線および前記第２金属線の直下に空気だまりの形成されない立体形状となっている
　請求項４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記第１金属線および前記第２金属線は、前記発光素子から離れる方向に向かって延在
する突起部を有する
　請求項２に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記発光素子の上面と前記絶縁体の上面との距離Ｄが以下の関係式を満たす
　請求項１に記載の発光装置。
 Ｄ＜[（Ｗ２－Ｗ１）／２]／ｔａｎθｍ
 Ｗ１：前記発光素子の幅
 Ｗ２：前記絶縁体の上面の幅
θｍ：前記絶縁体の上面での臨界角
【請求項８】
　基板上に実装された複数の発光装置を備え、
　各発光装置は、
　複数の電極を有し、かつ上面から光を発する１または複数の発光素子と、
　前記発光素子との関係で前記発光素子の下側に配置され、かつ前記発光素子の電極に電
気的に接続された複数の端子電極と、
　前記発光素子の上面および１つの端子電極に接すると共に前記発光素子の側面から離れ
た位置に配置され、かつ成膜プロセスによって形成された第１金属線と、
　前記第１金属線に未接続の端子電極に電気的に接続されると共に前記発光素子の上面に
向かって延在し、かつ成膜プロセスによって形成された第２金属線と、
　前記発光素子、前記第１金属線および前記第２金属線を埋め込む絶縁体と
　を有する
　照明装置。
【請求項９】
　複数の画素を有する表示パネルと、
　映像信号に基づいて前記複数の画素を駆動する駆動回路と
　を備え、
　前記表示パネルに含まれる複数の画素は、基板上に実装された複数の発光装置からなり
、
　各発光装置は、
　基板上に実装された複数の発光装置を有し、
　各発光装置は、
　複数の電極を有し、かつ上面から光を発する１または複数の発光素子と、
　前記発光素子との関係で前記発光素子の下側に配置され、かつ前記発光素子の電極に電
気的に接続された複数の端子電極と、
　前記発光素子の上面および１つの端子電極に接すると共に前記発光素子の側面から離れ
た位置に配置され、かつ成膜プロセスによって形成された第１金属線と、
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　前記第１金属線に未接続の端子電極に電気的に接続されると共に前記発光素子の上面に
向かって延在し、かつ成膜プロセスによって形成された第２金属線と、
　前記発光素子、前記第１金属線および前記第２金属線を埋め込む絶縁体と
　を有する
　表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１または複数の発光素子を備えた発光装置、ならびに上記の発光装置を備え
た照明装置および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、軽量で薄型のディスプレイとして、発光ダイオード（ＬＥＤ）を表示画素に用い
たＬＥＤディスプレイが注目を集めている。ＬＥＤディスプレイでは、見る角度によって
コントラストや色合いが変化する視野角依存性がなく、色を変化させる場合の反応速度が
速いといった特徴がある。しかし、数百万個にも及ぶＬＥＤチップを配線基板上に歩留ま
り良く実装し、結線することが要求される。そのため、簡易なプロセスで高歩留まりを実
現できる方法が必要とされている。
【０００３】
　従来では、例えば、特許文献１には、ＬＥＤチップを一括して配線基板へ転写する方法
が開示されている。具体的には、転写基板上の樹脂層にＬＥＤチップを保持させ、このＬ
ＥＤチップを保持したままの樹脂層の側から、当該転写基板を配線基板に貼り合わせ、そ
の樹脂層と転写基板との界面で剥離を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２７３５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のＬＥＤチップでは、チップサイズが例えば２０μｍ程度と極めて小さい。そのた
め、ＬＥＤチップを配線基板上に実装した後に何らかの理由でＬＥＤチップを交換するこ
ととなった場合、交換作業時のハンドリング性があまりよくない。そこで、例えば、１ま
たは複数のＬＥＤチップを樹脂で封止し、サイズの大きなパッケージタイプの発光装置と
し、この発光装置を配線基板上に実装することが考えられる。このようにした場合には、
発光装置のサイズがＬＥＤチップのサイズよりも大きくなるので、交換作業時のハンドリ
ング性を改善することができる。
【０００６】
　しかし、発光装置のサイズを、発光素子のサイズと比べてあまり大きくし過ぎると、配
線基板上の発光素子の、単位面積あたりの数（集積度）が小さくなってしまう。また、発
光装置を厚くし過ぎると、発光装置の上面への光入射量が減り、発光装置の上面から取り
出せる光量が低くなってしまう。発光装置を厚くした上で、発光装置の上面から取り出せ
る光量を多くしようとすると、発光装置のサイズを大きくすることが必要となり、集積度
が小さくなってしまう。
【０００７】
　以上のことから、発光装置の厚さをできる限り薄くすることが、発光装置の上面から取
り出せる光量や、配線基板上の発光素子の集積度の点で好ましいことがわかる。しかし、
集積度が大きくなると、発光素子の上面の電極と、発光装置の端子電極とを電気的に接続
する配線としてボンディングワイヤを用いることが難しくなる。また、仮に、発光素子の
上面の電極と、発光装置の端子電極とを電気的に接続する配線としてボンディングワイヤ
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を用いることができたとしても、ボンディングワイヤを、発光素子を埋め込む樹脂内に埋
め込むことは、発光装置の厚さが薄いことから極めて難しい。ボンディングワイヤが発光
素子を埋め込む樹脂の上面からはみ出ている場合には、ボンディングワイヤが、発光装置
の転写時の歩留まりを低下させる要因となり得る。
【０００８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、１枚のウェハから
の収率および転写時の歩留まりを低下させることなく、全体の厚さを薄くすることの可能
なパッケージタイプの発光装置を提供することにある。また、第２の目的は、そのような
発光装置を備えた照明装置および表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の発光装置は、複数の電極を有し、かつ上面から光を発する１または複数の発光
素子と、発光素子との関係で発光素子の下側に配置され、かつ発光素子の電極に電気的に
接続された複数の端子電極とを備えたものである。本発明の発光装置は、さらに、発光素
子の上面および１つの端子電極に接すると共に発光素子の側面から離れた位置に配置され
、かつ成膜プロセスによって形成された第１金属線と、第１金属線に未接続の端子電極に
電気的に接続されると共に発光素子の上面に向かって延在し、かつ成膜プロセスによって
形成された第２金属線と、発光素子、第１金属線および第２金属線を埋め込む絶縁体とを
備えている。
【００１０】
　本発明の照明装置は、基板上に実装された複数の発光装置を備えたものである。各発光
装置は、上記の発光装置と同一の構成要素を有している。本発明の表示装置は、複数の画
素を有する表示パネルと、映像信号に基づいて複数の画素を駆動する駆動回路とを備えた
ものである。本発明の表示装置において、複数の画素は、基板上に実装された複数の発光
装置からなり、各発光装置は、上記の発光装置と同一の構成要素を有している。
【００１１】
　本発明の発光装置、照明装置および表示装置では、発光素子の上面および１つの端子電
極に接する金属線が、ワイヤボンディングではなく、成膜プロセスによって形成された第
１金属線となっている。これにより、第１金属線を、発光素子を埋め込む絶縁体に埋め込
むことができる。
【００１３】
　ところで、本発明において、第１金属線および第２金属線は、以下の（Ａ１）～（Ａ３
）の各工程を実施することにより形成されたものであってもよい。
（Ａ１）発光素子の側面を覆うと共に複数の端子電極のそれぞれの表面の一部を覆う犠牲
層を形成する工程
（Ａ２）犠牲層を含む表面全体にシード金属を形成したのちシード金属の上面のうち所定
の領域にめっき金属を積層する工程
（Ａ３）シード金属のうち少なくともめっき金属と非接触の部位と、犠牲層を除去する工
程
【００１４】
　第１金属線および第２金属線が上記のようにして形成されたものである場合には、絶縁
体は、発光素子、第１配線および第２配線を埋め込むように透明樹脂層を形成し固化させ
ることにより形成されたものであってもよい。
【００１５】
　本発明の発光装置は、例えば、以下の（Ｂ１）～（Ｂ７）の各工程を実施することによ
り製造することが可能である。
（Ｂ１）複数の電極を有し、かつ上面から光を発する複数の発光素子を、複数の端子電極
が基板表面に形成された配線基板の１つまたは複数の端子電極上に固定する工程
（Ｂ２）発光素子の側面を覆うと共に複数の端子電極のそれぞれの表面の一部を覆う犠牲
層を形成する工程
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（Ｂ３）犠牲層を含む表面全体にシード金属を形成したのちシード金属の上面のうち所定
の領域にめっき金属を積層する工程
（Ｂ４）シード金属のうち少なくともめっき金属と非接触の部位と、犠牲層とを除去する
ことにより、１つの端子電極および１つの電極に電気的に接続された第１金属線を形成す
ると共に第１金属線に未接続の端子電極に電気的に接続された第２配金属線を形成する工
程
（Ｂ５）発光素子、第１金属線および第２金属線を埋め込むように透明樹脂層を形成し固
化させることにより絶縁体を形成する
（Ｂ６）絶縁体を、１または複数の発光素子ごとに分離する工程
（Ｂ７）基板を剥離する工程
【００１６】
　上記の製造方法において、発光素子は、例えばＬＥＤチップである。ここで、ＬＥＤチ
ップとは、結晶成長に用いたウェハから切り出した状態のものを指しており、成形した樹
脂などで被われたパッケージタイプのものではないことを指している。ＬＥＤチップのサ
イズは、例えば、５μｍ以上、１００μｍ以下である。ＬＥＤチップは、薄片状となって
おり、ＬＥＤチップのアスペクト比（高さ／幅）は、例えば、０．１以上、１未満となっ
ている。
【００１７】
　また、上記の製造方法において、犠牲層は、例えば、フォトレジストからなる。犠牲層
は、例えば、リフローの実施や、グレースケールマスクの利用によって、丸みを帯びた上
面形状となっている。また、上記の製造方法において、透明樹脂層は、例えば、１層塗り
によって形成されたものであってもよいし、複数層塗りによって形成されてものであって
もよい。また、上記の製造方法において、絶縁体の分離は、例えば、フォトリソグラフィ
によって行われてもよいし、ミリングなどによって行われてもよい。また、上記の製造方
法において、発光素子および絶縁体の高さおよび幅が、例えば、上記の関係式を満たして
いることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の発光装置、照明装置および表示装置によれば、第１金属線を、発光素子を埋め
込む絶縁体に埋め込むことができるようにしたので、１枚のウェハにおける収率および転
写時の歩留まりを低下させることなく、全体の厚さを薄くすることができる。
【００１９】
　また、本実施の形態では、第１金属線が成膜プロセスによって形成されている。これに
より、最適な成長方法を選択することにより、超微細構造でありながら、第１金属線をコ
ンフォーマルに形成したり、第１金属線の窪み部分を厚めに形成したりするなど、第１金
属線を電気的・機械的に安定な構造にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る発光装置の構成の一例を表す斜視図および断面
図である。
【図２】図１の発光素子の構成の一例を表す断面図である。
【図３】図１の発光素子の構成の他の例を表す断面図である。
【図４】図１の配線の構成の一例を表す断面図である。
【図５】図１の配線の構成の他の例を表す断面図である。
【図６】図１の発光素子および絶縁体の高さおよび幅について説明するための模式図であ
る。
【図７】図１の発光装置の製造に際して使用されるウェハの一例を表す斜視図である。
【図８】図１の発光装置の製造に際して使用される仮固定基板の一例を表す斜視図である
。
【図９】図１の発光装置の製造に際して使用される配線基板の一例を表す斜視図である。
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【図１０】図１の発光装置の製造過程について説明するための斜視図である。
【図１１】図１０に続く工程を説明する斜視図である。
【図１２】図１１に続く工程を説明する斜視図である。
【図１３】図１２の工程を詳細に説明する断面図である。
【図１４】図１３に続く工程を詳細に説明する断面図である。
【図１５】配線基板上に発光装置１を実装した様子を表す斜視図および断面図である。
【図１６】図１の配線の一変形例を表す斜視図である。
【図１７】図１の配線の他の変形例を表す斜視図である。
【図１８】図１の絶縁体の一変形例を表す断面図である。
【図１９】図１の発光装置の一変形例を表す斜視図である。
【図２０】図１の発光装置の他の変形例を表す斜視図および断面図である。
【図２１】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の構成の一例を表す斜視図である。
【図２２】図２１の実装基板の表面のレイアウトの一例を表す平面図である。
【図２３】図２２の表示画素の構成の一例を表す斜視図および断面図である。
【図２４】図２１の実装基板の表面のレイアウトの一変形例を表す平面図である。
【図２５】図２１の実装基板の表面のレイアウトの他の変形例を表す平面図である。
【図２６】図２１表示装置の構成の一変形例を表す断面図である。
【図２７】本発明の第３の実施形態に係る照明装置の構成の一例を表す斜視図である。
【図２８】図２７の実装基板の表面のレイアウトの一例を表す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説
明は以下の順序で行う。

　１．第１の実施の形態（発光装置）
　　　　３つの発光素子が薄い肉厚の樹脂で被われている例
　２．第１の実施の形態の変形例（発光装置）
　　　　配線に反射機能を有する突起部が設けられている例
　　　　絶縁体の上面が粗面となっている例
　　　　発光素子の数が上記とは異なる例
　３．第２の実施の形態（表示装置）
　　　　表示画素に第１の実施の形態およびその変形例の発光装置が用いられている例
　４．第２の実施の形態の変形例（表示装置）
　　　　発光素子の数が上記とは異なる例
　　　　データ配線が共通化されている例
　　　　各発光素子が互いに等しい波長帯の光を発する例
　５．第３の実施の形態（照明装置）
　　　　光源に第１の実施の形態およびその変形例の発光装置が用いられている例
【００２２】
＜１．第１の実施の形態＞
[構成]
　まず、本発明の第１の実施の形態に係る発光装置１について説明する。図１（Ａ）は、
発光装置１の概略構成の一例を斜視的に表したものである。図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の
表示装置１のＡ－Ａ矢視方向の断面構成の一例を表したものである。発光装置１は、いわ
ゆるＬＥＤディスプレイと呼ばれる表示装置の表示画素として好適に適用可能なものであ
り、複数の発光素子を薄い肉厚の樹脂で被った微小パッケージである。
【００２３】
（発光素子１０）
　発光装置１は、図１（Ａ）に示したように、３つの発光素子１０を備えている。各発光
素子１０は、所定の波長帯の光を上面から発する固体発光素子であり、具体的には、ＬＥ
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Ｄチップである。ＬＥＤチップとは、結晶成長に用いたウェハから切り出した状態のもの
を指しており、成形した樹脂などで被われたパッケージタイプのものではないことを指し
ている。ＬＥＤチップは、例えば、５μｍ以上、１００μｍ以下のサイズ（横幅Ｗ１）と
なっており、いわゆるマイクロＬＥＤと呼ばれるものである。ＬＥＤチップの平面形状は
、例えば、ほぼ正方形となっている。ＬＥＤチップは、薄片状となっており、ＬＥＤチッ
プのアスペクト比（高さＨ１／横幅Ｗ１）（図２参照）は、例えば、０．１以上、１０未
満となっている。発光素子１０の高さＨ１は、例えば、３μｍ以上、５０μｍ以下となっ
ている。
【００２４】
　各発光素子１０は、発光装置１内に配置されており、例えば、図１（Ａ）に示したよう
に、他の発光素子１０と所定の間隙を介して一列に配置されている。互いに隣り合う２つ
の発光素子１０の隙間は、例えば、各発光素子１０のサイズと同等か、それよりも大きく
なっている。なお、上記の隙間は、場合によっては、各発光素子１０のサイズよりも狭く
なっていてもよい。発光素子１０と発光装置１の側面との間隔は、例えば、各発光素子１
０のサイズの１／２以上となっている。
【００２５】
　各発光素子１０は、互いに異なる波長帯の光を発するようになっている。例えば、図１
（Ａ）に示したように、３つの発光素子１０は、緑色帯の光を発する発光素子１０Ｇと、
赤色帯の光を発する発光素子１０Ｒと、青色帯の光を発する発光素子１０Ｂとにより構成
されている。発光素子１０Ｇは、例えば、発光装置１の辺部近傍に配置されている。発光
素子１０Ｂは、例えば、発光装置１の辺部のうち発光素子１０Ｇの近接する辺部とは異な
る辺部の近傍に配置されている。発光素子１０Ｒは、例えば、発光素子１０Ｇと発光素子
１０Ｂとの間に配置されている。なお、発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのそれぞれの位
置は、上記に限定されるものではないが、以下では、発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂが
上で例示した箇所に配置されているものとして、他の構成要素の位置関係を説明する場合
がある。
【００２６】
　各発光素子１０は、例えば、図２に示したように、第１導電型層１１、活性層１２およ
び第２導電型層１３を順に積層してなる積層構造を有している。発光素子１０Ｇ，１０Ｂ
においては、第１導電型層１１、活性層１２および第２導電型層１３は、例えば、ＩｎＧ
ａＮ系の半導体材料によって構成されている。一方、発光素子１０Ｒにおいては、第１導
電型層１１、活性層１２および第２導電型層１３は、例えば、ＡｌＧａＩｎＰ系の半導体
材料によって構成されている。第１電極１４および第２電極１５は、例えば、Ａｇ（銀）
などの高反射性の金属材料を含んで構成されている。なお、各発光素子１０は、図示しな
いが、側面と、上面のうち第１電極の未形成領域とを被う絶縁膜を有していてもよい。
【００２７】
　各発光素子１０の側面は、例えば、図２に示したように、積層方向と直交する面となっ
ている。なお、光取り出し効率を考慮して、各発光素子１０の側面が、積層方向と交差す
る傾斜面となっていてもよい。例えば、図３に示したように、各発光素子１０は、側面に
、当該発光素子１０の断面が逆台形状となるような傾斜面を有していてもよい。
【００２８】
　第２導電型層１３の下面には第１電極１４が設けられている。第１電極１４は、第１導
電型層１１に接するとともに第１導電型層１１に電気的に接続されている。一方、第２導
電型層１３の上面には第２電極１５が設けられている。第２電極１５は、第２導電型層１
３に接するとともに第２導電型層１３に電気的に接続されている。第１電極１４および第
２電極１５はともに、単一の電極によって構成されていてもよいし、複数の電極によって
構成されていてもよい。なお、以下では、図２および図３に示したように、第１電極１４
および第２電極１５がともに、単一の電極からなるものとする。
【００２９】
　発光装置１は、さらに、図１（Ａ），（Ｂ）に示したように、各発光素子１０を被うチ
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ップ状の絶縁体２０を備えている。発光装置１は、さらに、図１（Ａ），（Ｂ）に示した
ように、発光素子１０ごとに、端子電極３１，３２と、配線３３，３４とを備えている。
なお、配線３３が本発明の「第２金属線」の一具体例に相当し、配線３４が本発明の「第
１金属線」の一具体例に相当する。
【００３０】
（絶縁体２０）
　絶縁体２０は、各発光素子１０を、少なくとも当該発光素子１０の側面側および上面側
から囲むとともに保持するものである。絶縁体２０は、さらに、配線３３，３４を内部に
有している。つまり、配線３３，３４は、絶縁体２０内に埋め込まれている。絶縁体２０
は、例えば、ポリイミドなどの樹脂材料によって構成されている。なお、絶縁体２０は、
耐光性を有するとともに感光性を有する透明樹脂を硬化させたものであってもよい。絶縁
体２０のアスペクト比（高さＨ２／上面の幅Ｗ２）は、１よりも小さくなっており、製造
過程において発光装置１を転写する際に発光装置１が横になるのを防止する観点からは、
１／５以下となっていることが好ましい。絶縁体２０の高さＨ２は、例えば、５μｍ以上
、５０μｍ以下となっている。絶縁体２０の上面の幅Ｗ２は、例えば、１０μｍ以上、１
００μｍ以下となっている。
【００３１】
　絶縁体２０は、例えば、図１（Ａ），（Ｂ）に示したように、上面および下面に平坦面
を有している。絶縁体２０の上面には、構造物は特に何も設けられておらず、絶縁体２０
の上面は、外部（例えば空気）と接している。一方、絶縁体２０の下面には、端子電極３
１，３２が設けられている。端子電極３１，３２は、所定の間隙を介して配置されており
、互いに電気的に分離されている。
【００３２】
　各端子電極３１，３２は、絶縁体２０の下面に形成されており、互いに同一面内に形成
されている。各端子電極３１，３２は、例えば、主にＣｕ（銅）を含んで構成されている
。各端子電極３１，３２の表面の少なくとも一部が、例えば、Ａｕ（金）などの酸化しに
くい材料で被覆されていてもよい。例えば、各端子電極３１，３２の表面全体が、Ａｕや
Ｔｉなどの酸化しにくい材料で被覆されていてもよい。各端子電極３１，３２は、発光装
置１の入出力端子としての役割の他に、活性層１２から発せられた光を第２導電型層１３
側に反射する役割も有している。
【００３３】
　端子電極３１は、発光素子１０の第１電極１４と、接合材１６を介して電気的に接続さ
れている。接合材１６は、例えば、めっき処理によって形成されためっき金属によって構
成されている。なお、接合材１６は、めっき処理以外の方法で形成されたものであっても
よい。端子電極３１は、さらに、配線３３と電気的に接続されている。配線３３は、発光
素子１０の上面にある第２電極１５と所定の間隙を介して配置されており、第２電極１５
とは電気的に分離されている。
【００３４】
　配線３３は、めっき金属を含んで構成されており、具体的には、シード金属と、このシ
ード金属の上面に積層されためっき金属とにより構成されている。ここで、シード金属は
、ＴｉやＣｕなどをスパッタ、ＰＶＤまたはＣＶＤなどの成膜プロセスを用いて形成され
たものである。めっき金属は、成膜プロセスの１つであるめっき処理によって形成された
ものである。なお、めっきの種類としては、例えば、電解めっき、無電解めっきなどが挙
げられる。配線３３は、めっき工程を経て形成されたものである。配線３３は、最適な成
長方法の選択により電気的・機械的に安定な構造になっており、例えば、コンフォーマル
に（例えば膜厚均一に）形成されていたり、配線３３の窪み部分（具体的には接続点Ｃ１
近傍）が他の部分よりも相対的に厚い形状に形成されていたりする。
【００３５】
　端子電極３２は、発光素子１０の第２電極１５と、配線３４を介して電気的に接続され
ている。配線３４は、発光素子１０の上面にある第２電極１５と接しており、第２電極１
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５とは電気的に接続されている。配線３４は、めっき金属を含んで構成されており、具体
的には、シード金属と、このシード金属の上面に積層されためっき金属とにより構成され
ている。ここで、シード金属は、上記と同様、ＴｉやＣｕなどをスパッタ、ＰＶＤまたは
ＣＶＤなどの成膜プロセスを用いて形成されたものである。めっき金属は、上記と同様、
成膜プロセスの１つであるめっき処理によって形成されたものである。なお、めっきの種
類としては、例えば、電解めっき、無電解めっきなどが挙げられる。配線３４は、めっき
工程を経て形成されたものである。配線３４は、最適な成長方法の選択により電気的・機
械的に安定な構造になっており、例えば、コンフォーマルに（例えば膜厚均一に）形成さ
れていたり、配線３４の窪み部分（具体的には接続点Ｃ２近傍）が他の部分よりも相対的
に厚い形状に形成されていたりする。
【００３６】
　配線３３と端子電極３１との接続点Ｃ１と、配線３４と端子電極３２との接続点Ｃ２と
は、発光素子１０を介して互いに対向配置されている。配線３３は、接続点Ｃ１から発光
素子１０の上面に向かって延在している。一方の配線３４は、接続点Ｃ２から発光素子１
０の上面に向かって延在している。配線３３，３４は、発光素子１０の配列方向と交差（
例えば直交）する方向に延在している。配線３３の延在方向と、配線３４の延在方向とは
、例えば、互いに平行となっている。
【００３７】
　配線３３，３４は、製造過程で絶縁体２０を形成する際に配線３３，３４の直下に空気
だまりの形成されない立体形状となっている。配線３３，３４は、例えば、図４に示した
ように、細長い帯状の形状となっている。なお、配線３３，３４は、図４に示した形状に
限定されるものではなく、例えば、図５に示したように、接続点Ｃ１，Ｃ２近傍だけ幅広
となっていてもよい。
【００３８】
　絶縁体２０は、各発光素子１０の側面と、各発光素子１０の上面に接して形成されてい
る。絶縁体２０は、各発光素子１０の配列方向に延在する帯状の形状（例えば直方体形状
）となっている。絶縁体２０の高さＨ２は、各発光素子１０の高さＨ１よりも高くなって
おり、絶縁体２０の上面の幅Ｗ２は、各発光素子１０の横幅Ｗ１よりも広くなっている。
さらに、発光素子１０の上面と絶縁体２０の上面との距離Ｄが以下の関係式（１）を満た
している。
　Ｄ＜[（Ｗ２－Ｗ１）／２]／ｔａｎθｍ…（１）
　（Ｗ２－Ｗ１）／２：発光素子１０の側面と絶縁体２０の側面との距離
　θｍ：絶縁体２０の上面での臨界角
【００３９】
　なお、距離ＤがＨ２－Ｈ１とおおむね等しい場合には、上記の関係式（１）において、
Ｄを、Ｈ２－Ｈ１に置き換えることができる。
【００４０】
　距離Ｄが上記の関係式（１）を満たしている場合には、例えば、図６の模式図に示した
ように、発光素子１０の上面から発せられた光のうち、発散角（９０°－θｍ）未満で発
せられた光が全て、絶縁体２０の上面に入射する。従って、この場合には、光取り出し効
率が高くなる。
【００４１】
［製造方法］
　　次に、本実施の形態の発光装置１の製造方法の一例について説明する。
【００４２】
　まず、結晶成長用の基板上に、発光素子１０Ｒのうち第２電極１５以外の部分（発光素
子１１０Ｒ）を多数形成したウェハ１００Ｒを用意する（図７（Ａ））。また、結晶成長
用の基板上に、発光素子１０Ｇのうち第２電極１５以外の部分（発光素子１１０Ｇ）を多
数形成したウェハ１００Ｇを用意する（図７（Ｂ））。さらに、結晶成長用の基板上に、
発光素子１０Ｂのうち第２電極１５以外の部分（発光素子１１０Ｂ）を多数形成したウェ
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ハ１００Ｂを用意する（図７（Ｃ））。なお、発光素子１１０Ｒ，１１０Ｇ，１１０Ｂは
それぞれ、第２導電型層１３、活性層１２、第１導電型層１１および第１電極１４が結晶
成長用の基板側からこの順に積層された構造となっている。
【００４３】
　また、ウェハ１００Ｒ上の全ての発光素子１１０Ｒを一時的に仮固定するための仮固定
用基板２００Ｒを用意する（図８（Ａ））。同様に、ウェハ１００Ｇ上の全ての発光素子
１１０Ｇを一時的に仮固定するための仮固定用基板２００Ｇと、ウェハ１００Ｂ上の全て
の発光素子１１０Ｂを一時的に仮固定するための仮固定用基板２００Ｂを用意する（図８
（Ｂ），（Ｃ））。仮固定用基板２００Ｒ，２００Ｇ，２００Ｂは、例えば、透明基板（
例えば石英基板またはサファイア基板）上に、未硬化の接着層が配置されたものである。
【００４４】
　次に、ウェハ１００Ｒおよび仮固定用基板２００Ｒを、ウェハ１００Ｒ上の各発光素子
１１０Ｒが仮固定用基板２００Ｒ上の接着層と接するように貼り合わせたのち、接着層を
硬化させる。続いて、ウェハ１００Ｒの基板を例えばラッピングなどによって除去して、
第２導電型層１３を露出させる。その後、露出した第２導電型層１３上に第２電極１５を
形成する。さらに、各第２電極１５の周期単位でドライエッチング等を行うことにより、
第２導電型層１３、活性層１２および第１導電型層１１からなる半導体層を空間的に分離
する。このようにして、仮固定用基板２００Ｒ上に、複数の発光素子１０Ｒが形成される
。
【００４５】
　また、ウェハ１００Ｇおよび仮固定用基板２００Ｇを、ウェハ１００Ｇ上の各発光素子
１１０Ｇが仮固定用基板２００Ｇ上の接着層と接するように貼り合わせたのち、接着層を
硬化させる。続いて、ウェハ１００Ｇの基板を例えばレーザ照射などによって除去して、
第２導電型層１３を露出させる。その後、露出した第２導電型層１３上に第２電極１５を
形成する。さらに、各第２電極１５の周期単位でドライエッチング等を行うことにより、
第２導電型層１３、活性層１２および第１導電型層１１からなる半導体層を空間的に分離
する。このようにして、仮固定用基板２００Ｇ上に、複数の発光素子１０Ｇが形成される
。
【００４６】
　同様に、ウェハ１００Ｂおよび仮固定用基板２００Ｂを、ウェハ１００Ｂ上の各発光素
子１１０Ｂが仮固定用基板２００Ｂ上の接着層と接するように貼り合わせたのち、接着層
を硬化させる。続いて、ウェハ１００Ｂの基板を例えばレーザ照射などによって除去して
、第２導電型層１３を露出させる。その後、露出した第２導電型層１３上に第２電極１５
を形成する。さらに、各第２電極１５の周期単位でドライエッチング等を行うことにより
、第２導電型層１３、活性層１２および第１導電型層１１からなる半導体層を空間的に分
離する。このようにして、仮固定用基板２００Ｂ上に、複数の発光素子１０Ｂが形成され
る。
【００４７】
　次に、発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを実装する配線基板３００を用意する（図９）
。配線基板３００は、例えば、透明基板３１０（例えば石英基板）上に、一対の端子電極
３１，３２が複数配置された基板である。続いて、配線基板３００の端子電極３１上に、
発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを実装する。
【００４８】
　まず、仮固定用基板２００Ｇ上の発光素子１０Ｇを配線基板３００の表面に転写する。
例えば、マウンタを用いて、仮固定用基板２００Ｇ上の発光素子１０Ｇを取り出し、配線
基板３００の表面に実装する（図１０）。同様にして、仮固定用基板２００Ｒ上の発光素
子１０Ｒを取り出し、配線基板３００の表面に実装し、仮固定用基板２００Ｂ上の発光素
子１０Ｂを取り出し、配線基板３００の表面に実装する（図１１）。その後、配線３３，
３４および絶縁層２０を形成する。これにより、配線基板３００上に複数の発光装置１が
形成される（図１２）。
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【００４９】
　次に、配線３３，３４および絶縁層２０を形成する一連の手順について詳細に説明する
。
【００５０】
　まず、上述の転写方法を用いて、端子電極３１上に発光素子１０を実装する（図１３（
Ａ））。次に、発光素子１０を含む表面全体にフォトレジスト層（図示せず）を形成した
のち、露光、現像を行うことにより、発光素子１０の側面を覆うと共に端子電極３１，３
２のそれぞれの表面の一部を覆う犠牲層１２０を形成する（図１３（Ｂ））。その後、必
要に応じて、表面全体に対してドライエッチングを行うことにより、犠牲層１２０の高さ
を調整してもよい。
【００５１】
　なお、犠牲層１２０に対してリフローを行うことにより、例えば、図１３（Ｂ）に示し
たように、犠牲層１２０の上面に丸みを持たせてもよい。また、グレースケールマスクを
利用した露光によって、犠牲層１２０の上面に丸みを持たせてもよい。
【００５２】
　次に、例えば、スパッタリングを行うことにより、犠牲層１２０を含む表面全体に、シ
ード金属１３０を形成する（図１３（Ｃ））。このとき、例えば、ＴｉおよびＣｕを順次
スパッタすることにより、Ｔｉ層およびＣｕ層の２層構造のシード金属１３０を形成する
。次に、シード金属１３０の上面のうち所定の領域にめっき金属１４０を積層する（図１
３（Ｄ））。例えば、後に配線３３および配線３４を形成することとなる領域に開口を有
するマスクを形成したのち、例えばＣｕなどによるめっき処理を行うことにより、めっき
金属１４０を積層する。
【００５３】
　次に、シード金属１３０のうち不要な部分と、犠牲層１２０を除去する（図１４（Ａ）
）。これにより、犠牲層１２０の存在していた部位に空洞が形成される。さらに、シード
金属１３０の一部が分離されて、シード金属１３０のうち端子電極３２に接続された部分
と、シード金属１３０のうち端子電極３１に接続された部分との間に、間隙１５０が形成
される。その結果、シード金属１３０のうち端子電極３２に接続された部分と、めっき金
属１４０とが積層された部分が配線３４となり、シード金属１３０のうち端子電極３１に
接続された部分と、めっき金属１４０とが積層された部分が配線３３となる。
【００５４】
　次に、例えば、スピンコート法を用いて、発光素子１０、配線３４および配線３３を埋
め込むように透明樹脂層１６０を形成する（図１４（Ｂ））。このとき、透明樹脂層１６
０を、複数回に分けて形成してもよい。例えば、図１４（Ｂ）に示したように、まず、発
光素子１０、配線３４および配線３３を埋め込む透明樹脂層１６１を形成したのち、透明
樹脂層１６１の窪み１６０Ａを埋めるように透明樹脂層１６２を形成し、さらに、表面を
平坦化するように透明樹脂層１６３を形成する。このようにして透明樹脂層１６０を形成
することも可能である。その後、透明樹脂層１６０を固化させる。これにより、絶縁体２
０が形成される。
【００５５】
　次に、絶縁体２０を、１または複数の発光素子１０ごとに分離する（図１４（Ｃ））。
例えば、フォトリソグラフィまたはミリングを用いることにより、絶縁層２０を貫通する
溝２０Ａを配線３３と配線３４との間（間隙１５０を除く）に形成する。このようにして
、発光装置１が形成される。
【００５６】
［実装方法］
　次に、配線基板３００上に形成された各発光装置１を、ディスプレイパネルや照明パネ
ルなどに含まれる配線基板上に実装する方法の一例について説明する。
【００５７】
　まず、配線基板３００上の全ての発光装置１を一時的に仮固定するための仮固定用基板
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（図示せず）を用意する。ここで使用する仮固定基板は、例えば、透明基板（例えば石英
基板）上に、未硬化の接着層が配置されたものである。また、発光装置１の実装に使用す
る配線基板４００を用意する。配線基板４００は、支持基板４１０上に複数の電極パッド
４２０などを備えたものである（図１５（Ａ）参照）。配線基板４００は、例えば、電極
パッド４２０上に半田ペースト（図示せず）を有している。
【００５８】
　次に、配線基板３００および仮固定用基板を、配線基板３００上の各発光装置１が仮固
定用基板上の接着層と接するように貼り合わせたのち、接着層を硬化させる。続いて、透
明基板３１０を除去して、発光装置１同士の素子分離を行う。次に、素子分離された個々
の発光装置１を配線基板４００に実装する。例えば、仮固定用基板および配線基板４００
を、素子分離された個々の発光装置１が配線基板４００と接するように貼り合わせたのち
、個々の発光装置１を仮固定用基板から剥離する。その結果、例えば、電極パッド４２０
上に半田ペーストを介して発光装置１が載置される（図１５（Ａ），（Ｂ））。次に、例
えば、配線基板４００をリフローすることにより、発光装置１が配線基板４００に固定さ
れる。このようにして、発光装置１が配線基板４００上に実装される。
【００５９】
［効果］
　次に、本実施の形態の発光装置１の効果について説明する。
【００６０】
　本実施の形態では、発光素子１０の上面にある第２電極１５と、発光装置１の端子電極
３２とを互いに電気的に接続する配線３４が、ワイヤボンディングではなく、めっきなど
の成膜プロセスによって形成されている。これにより、配線３４を、発光素子１０を埋め
込む絶縁体２０に埋め込むことができる。その結果、１枚のウェハにおける収率および転
写時の歩留まりを低下させることなく、発光装置１の厚さを薄くすることができる。
【００６１】
　さらに、本実施の形態では、端子電極３１に電気的に接続されると共に発光素子１０の
上面に向かって延在する配線３３も、ワイヤボンディングではなく、めっきなどの成膜プ
ロセスによって形成されている。これにより、配線３３も、発光素子１０を埋め込む絶縁
体２０に埋め込むことができる。その結果、１枚のウェハにおける収率および転写時の歩
留まりを低下させることなく、発光装置１の厚さを薄くすることができる。さらに、配線
３３が設けられていない場合と比べて、絶縁体２０の上面をより広範囲に渡って平坦化す
ることができる。
【００６２】
　また、本実施の形態では、配線３３，３４がめっきなどの成膜プロセスによって形成さ
れている。これにより、最適な成長方法を選択することにより、超微細構造でありながら
、配線３３，３４をコンフォーマルに形成したり、配線３３，３４の窪み部分を厚めに形
成したりするなど、配線３３，３４を電気的・機械的に安定な構造にすることができる。
【００６３】
　また、本実施の形態では、配線３３および配線３４は、製造過程で絶縁体２０を形成す
る際に配線３３および配線３４の直下に空気だまりの形成されない立体形状となっている
。これにより、発光素子１０から発せられた光が空気だまりで散乱されるなどして、光取
り出し効率が低下するのを防止することができる。また、本実施の形態では、発光素子１
０および絶縁体２０の高さおよび幅が上記の関係式を満たしている。これにより、高い光
取り出し効率を実現することができる。
【００６４】
＜２．第１の実施の形態の変形例＞
（第１変形例）
　上記実施の形態では、配線３３および配線３４は、発光素子１０の上面に向かって延在
していたが、さらに、例えば、図１６に示したように、発光素子１０から離れる方向に向
かって延在する突起部３３Ａ，３４Ａを有していてもよい。また、例えば、図１７に示し
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たように、突起部３３Ａ，３４Ａが、発光素子１０の周囲を取り囲むように形成されてい
てもよい。なお、後者の場合には、配線３３のうち発光素子１０側に延在する部分が設け
られていてもよいし、図１７に示したように省略されていてもよい。このようにした場合
には、発光素子１０の側面から発せられた光が突起部３３Ａ，３４Ａで発光装置１の上面
側に反射され、発光装置１の上面から外部に出力される。これにより、さらに高い光取り
出し効率を実現することができる。
【００６５】
（第２変形例）
　また、上記実施の形態およびその変形例では、絶縁体２０の上面がほぼ平坦となってい
たが、例えば、図１８に示したように、粗面２０Ａとなっていてもよい。このようにした
場合には、発光素子１０から斜め方向の射出された光が粗面２０Ａで屈折透過しやすくな
るので、さらに高い光取り出し効率を実現することができる。
【００６６】
（第３変形例）
　また、上記実施の形態およびその変形例では、発光装置１は、３つの発光素子１０を備
えていたが、４つ以上の発光素子１０を備えていてもよいし、例えば、図１９（Ａ），（
Ｂ）に示したように、１つまたは２つの発光素子１０を備えていてもよい。
【００６７】
（第４変形例）
　また、上記実施の形態およびその変形例では、第２電極１５が発光素子１０の上面に形
成されている場合が例示されていたが、例えば、図２０（Ａ），（Ｂ）に示したように、
第２電極１５が発光素子１０の下面に形成されていてもよい。この場合には、発光素子１
０は、フリップチップ構造となる。さらに、配線３４は、直接、第２電極１５に接するこ
とがなくなり、その代わりに、端子電極３２が直接、第２電極１５に接することになる。
【００６８】
＜３．第２の実施の形態＞
[構成]
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る表示装置２について説明する。表示装置２は、
上記実施の形態およびその変形例に係る発光装置１を表示画素として備えたものである。
図２１は、表示装置２の概略構成の一例を斜視的に表したものである。表示装置２は、い
わゆるＬＥＤディスプレイと呼ばれるものであり、表示画素としてＬＥＤが用いられたも
のである。表示装置２は、例えば、図２１に示したように、表示パネル２１０と、表示パ
ネル２１０を駆動する駆動回路（図示せず）とを備えている。
【００６９】
（表示パネル２１０）
　表示パネル２１０は、実装基板２１０－１と、透明基板２１０－２とを互いに重ね合わ
せたものである。透明基板２１０－２の表面が映像表示面となっており、中央部分に表示
領域２１０Ａを有し、その周囲に、非表示領域であるフレーム領域２１０Ｂを有している
。
【００７０】
　図２２は、実装基板２１０－１の透明基板２１０－２側の表面のうち表示領域２１０Ａ
に対応する領域のレイアウトの一例を表したものである。図２３（Ａ）は、図２１の表示
画素２１３を拡大して表したものであり、図２３（Ｂ）は、図２３（Ａ）のＡ－Ａ矢視方
向の断面構成の一例を表したものである。
【００７１】
（実装基板２１０－１）
　実装基板２１０－１の表面のうち表示領域２１０Ａに対応する領域には、例えば、図２
２に示したように、複数のデータ配線２１１が所定の方向に延在して形成されており、か
つ所定のピッチで並列配置されている。実装基板２１０－１の表面のうち表示領域２１０
Ａに対応する領域には、さらに、例えば、複数のスキャン配線２１２がデータ配線２１１
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と交差（例えば直交）する方向に延在して形成されており、かつ所定のピッチで並列配置
されている。データ配線２１１およびスキャン配線２１２は、例えば、Ｃｕ（銅）などの
導電性材料からなる。
【００７２】
　スキャン配線２１２は、例えば、最表層に形成されており、例えば、基材表面に形成さ
れた絶縁層（図示せず）上に形成されている。なお、実装基板２１０－１の基材は、例え
ば、ガラス基板、または樹脂基板などからなり、基材上の絶縁層は、例えば、ＳｉＮ、Ｓ
ｉＯ2、またはＡｌ2Ｏ3からなる。一方、データ配線２１１は、スキャン配線２１２を含
む最表層とは異なる層（例えば、最表層よりも下の層）内に形成されており、例えば、基
材上の絶縁層内に形成されている。絶縁層の表面上には、スキャン配線２１２の他に、例
えば、必要に応じて、ブラックが設けられている。ブラックは、コントラストを高めるた
めのものであり、光吸収性の材料によって構成されている。ブラックは、例えば、絶縁層
の表面のうち少なくとも電極パッド４２０の非形成領域に形成されている。なお、ブラッ
クは、必要に応じて省略することも可能である。
【００７３】
　データ配線２１１とスキャン配線２１２との交差部分の近傍が表示画素２１３となって
おり、複数の表示画素２１３が表示領域２１０Ａ内においてマトリクス状に配置されてい
る。各表示画素２１３には、例えば、図２２に示したように、複数の発光素子１０を含む
発光装置１が実装されている。なお、図２２には、３つの発光素子１０（１０Ｒ，１０Ｇ
，１０Ｂ）で１つの表示画素２１３が構成されており、発光素子１０Ｒから赤色の光を、
発光素子１０Ｇから緑色の光を、発光素子１０Ｂから青色の光をそれぞれ出力することが
できるようになっている場合が例示されている。発光素子１０は、例えばＬＥＤチップで
ある。
【００７４】
　発光装置１には、例えば、図２３（Ａ），（Ｂ）に示したように、発光素子１０ごとに
一対の端子電極３１，３２が設けられている。そして、一方の端子電極３１がデータ配線
２１１に電気的に接続されており、他方の端子電極３２がスキャン配線２１２に電気的に
接続されている。例えば、端子電極３１は、データ配線２１１に設けられた分枝２１１Ａ
の先端のパッド電極４２０に電気的に接続されている。また、例えば、端子電極３２は、
スキャン配線２１２に設けられた分枝２１２Ａの先端のパッド電極４２０に電気的に接続
されている。
【００７５】
　各パッド電極４２０は、例えば、最表層に形成されており、例えば、図２２、図２３（
Ａ），（Ｂ）に示したように、各発光装置１が実装される部位に設けられている。ここで
、パッド電極４２０は、例えば、Ａｕ（金）などの導電性材料からなる。
【００７６】
　実装基板２１０－１には、さらに、例えば、実装基板２１０－１と透明基板２１０－２
との間の間隔を規制する複数の支柱（図示せず）が設けられている。支柱は、表示領域２
１０Ａとの対向領域内に設けられていてもよいし、フレーム領域２１０Ｂとの対向領域内
に設けられていてもよい。
【００７７】
（透明基板２１０－２）
　透明基板２１０－２は、例えば、ガラス基板、または樹脂基板などからなる。透明基板
２１０－２において、発光装置１側の表面は平坦となっていてもよいが、粗面となってい
ることが好ましい。粗面は、表示領域２１０Ａとの対向領域全体に渡って設けられていて
もよいし、表示画素２１３との対向領域にだけ設けられていてもよい。粗面は、発光素子
１０から発せられた光が当該粗面に入射したときに入射光を散乱させる程度に細かな凹凸
を有している。粗面の凹凸は、例えば、サンドブラストや、ドライエッチングなどによっ
て作製可能である。
【００７８】



(15) JP 5652252 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

（駆動回路）
　駆動回路は、映像信号に基づいて複数の表示画素２１３を駆動するものである。駆動回
路は、例えば、表示画素２１３に接続されたデータ配線２１１を駆動するデータドライバ
と、表示画素２１３に接続されたスキャン配線２１２を駆動するスキャンドライバとによ
り構成されている。駆動回路は、例えば、実装基板２１０－１上に実装されていてもよい
し、表示パネル２１０とは別体で設けられ、かつ配線（図示せず）を介して実装基板２１
０－１と接続されていてもよい。
【００７９】
［表示パネル２１０の製造方法］
　次に、表示パネル２１０の製造方法の一例について説明する。
【００８０】
　まず、例えば、基材上に、複数のデータ配線２１１を内部に含む絶縁層と、配線パター
ン（スキャン配線２１２および電極パッド４２０）およびブラック（図示せず）とを有す
る回路基板を用意する。次に、回路基板上に複数の発光装置１を実装する。このとき、上
記実施の形態で既に述べた方法と同一の方法で、発光装置１が実装される。これにより、
実装基板２１０－１が形成される。次に、実装基板２１０－１と透明基板２１０－２とを
互いに向かい合わせ、貼り合わせる。このようにして、表示パネル２１０が製造される。
【００８１】
［表示装置２の動作・効果］
　本実施の形態では、発光装置１が駆動回路によって、単純マトリクス配置されたデータ
配線２１１およびスキャン配線２１２を介して駆動（単純マトリクス駆動）される。これ
により、データ配線２１１とスキャン配線２１２との交差部分近傍に設けられた発光装置
１に順次、電流が供給され、表示領域２１０Ａに画像が表示される。
【００８２】
　ところで、本実施の形態では、各表示画素２１３に発光装置１が実装されている。これ
により、発光装置１の厚さを薄くすることができるので、表示パネル２１０の厚さも薄く
することができる。また、発光装置１の光取り出し効率が高いことから、低消費電力で明
るい画像を得ることができる。
【００８３】
　また、本実施の形態において、透明基板２１０－２の表面が粗面となっている場合には
、発光装置１から斜め方向に発せられた光の一部が粗面で散乱される。これにより、散乱
光の一部が透明基板２１０－２を透過し、外部に射出されるので、発光装置１から斜め方
向に発せられた光が透明基板２１０－２の裏面で反射されたり、透明基板２１０－２内に
閉じ込められ、迷光が発生したりするのを低減することができる。従って、透明基板２１
０－２に起因する光取り出し効率の低下を抑制することができる。
【００８４】
　また、本実施の形態において、実装基板２１０－１の表面にブラックが設けられている
場合には、透明基板２１０－２側にブラックを設ける必要がない。これにより、製造過程
において、実装基板２１０－１と、透明基板２１０－２とを互いに貼り合わせる際にアラ
イメントが不要となるので、生産性が向上する。
【００８５】
＜４．第２の実施の形態の変形例＞
　第２の実施の形態では、発光装置１は３つの発光素子１０を含んでいたが、３つ未満の
発光素子１０を含んでいてもよいし、４つ以上の発光素子１０を含んでいてもよい。例え
ば、図２４に示したように、発光装置１が１つの発光素子１０だけを含んでいてもよい。
【００８６】
　また、第２の実施の形態では、発光装置１内の各発光素子１０が、互いに異なるデータ
配線２１１に接続されていたが、例えば、図２５に示したように、互いに同一のデータ配
線２１１に接続されていてもよい。この場合に、１つの表示画素２１３からは同一色の光
が発せられるように、発光装置１内の全ての発光素子１０が同一種類のＬＥＤで構成され
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ていてもよい。
【００８７】
　また、第２の実施の形態では、３つの発光素子１０が互いに異なる波長帯の光を発する
ようになっていたが、互いに等しい波長帯の光を発するようになっていてもよい。ただし
、この場合には、例えば、図２６に示したように、透明基板２１０－２の表面に、蛍光体
２１５が設けられていることが好ましい。蛍光体２１５では、例えば、図２６に示したよ
うに、１つの発光装置１に対して３つの蛍光体２１５Ｇ，２１５Ｒ，２１５Ｂが設けられ
ている。蛍光体２１５Ｇは緑光用の蛍光体であり、蛍光体２１５Ｒは赤光用の蛍光体であ
り、蛍光体２１５Ｂは青光用の蛍光体である。このとき、各発光素子１０が、例えば、青
色光を発するＬＥＤチップからなっている場合には、各発光素子１０から発せられた光が
蛍光体２１５Ｇ，２１５Ｒ，２１５Ｂに入射し、これにより蛍光体２１５Ｇ，２１５Ｒ，
２１５Ｂが励起し、入射光量に応じた輝度の色光が蛍光体２１５Ｇ，２１５Ｒ，２１５Ｂ
から発せられる。
【００８８】
＜５．第３の実施の形態＞
[構成]
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る照明装置３について説明する。照明装置３は、
上記実施の形態およびその変形例に係る発光装置１を光源として備えたものである。図２
７は、照明装置３の概略構成の一例を斜視的に表したものである。照明装置３は、いわゆ
るＬＥＤ照明と呼ばれるものであり、光源としてＬＥＤが用いられたものである。この照
明装置３は、例えば、図２７に示したように、照明パネル３３０と、照明パネル３３０を
駆動する駆動回路（図示せず）とを備えている。
【００８９】
（照明パネル３３０）
　照明パネル３３０は、実装基板３３０－１と、透明基板３３０－２とを互いに重ね合わ
せたものである。透明基板３３０－２の表面が、照明光が出力される面となっており、中
央部分に照明領域３３０Ａを有している。
【００９０】
　図２８は、実装基板３３０－１の透明基板３３０－２側の表面のうち照明領域３３０Ａ
に対応する領域のレイアウトの一例を表したものである。本実施の形態では、図２２に記
載の表示画素２１３に対応するものが、照明画素２１４となる。
【００９１】
（駆動回路）
　駆動回路は、複数の照明画素２１４を駆動するものである。駆動回路は、例えば、照明
画素２１４に接続されたデータ配線２１１を駆動するデータドライバと、照明画素２１４
に接続されたスキャン配線２１２を駆動するスキャンドライバとにより構成されている。
駆動回路は、例えば、実装基板３３０－１上に実装されていてもよいし、照明パネル３３
０とは別体で設けられていてもよい。
【００９２】
［照明パネル３３０の製造方法］
　次に、照明パネル３３０の製造方法の一例について説明する。
【００９３】
　まず、例えば、基材上に、複数のデータ配線２１１を内部に含む絶縁層と、配線パター
ン（スキャン配線２１２およびパッド電極２１５）とを有する回路基板を用意する。次に
、回路基板上に複数の発光装置１を実装する。このとき、上記実施の形態で既に述べた方
法と同一の方法で、発光装置１が実装される。これにより、実装基板３３０－１が形成さ
れる。次に、実装基板３３０－１と透明基板３３０－２とを互いに向かい合わせ、貼り合
わせる。このようにして、照明パネル３３０が製造される。
【００９４】
［照明装置３の動作・効果］
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　本実施の形態では、発光装置１が駆動回路によって、単純マトリクス配置されたデータ
配線２１１およびスキャン配線２１２によって駆動される。これにより、データ配線２１
１とスキャン配線２１２との交差部分近傍に設けられた発光装置１に電流が供給され、照
明領域３３０Ａから照明光が出力される。
【００９５】
　ところで、本実施の形態では、各照明画素２１４に発光装置１が実装されている。これ
により、発光装置１の厚さを薄くすることができるので、照明パネル３３０の厚さも薄く
することができる。また、発光装置１の光取り出し効率が高いことから、低消費電力で明
るい照明光を得ることができる。
【００９６】
　以上、複数の実施の形態およびそれらの変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明は
上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。
【００９７】
　例えば、上記実施の形態等では、発光装置１が複数の発光素子１０を含んでいたが、１
つの発光素子１０だけを含んでいてもよい。また、上記実施の形態等では、実装基板２１
０－１，３１０－１には、複数の発光装置１がマトリクス状に実装されていたが、ライン
状に実装されていてもよい。また、上記実施の形態等では、実装基板２１０－１，３１０
－１には、発光装置１を駆動する配線として、単純マトリクス配置されたデータ配線２１
１およびスキャン配線２１２が用いられていたが、他の配線パターンが用いられてもよい
。
【００９８】
　また、上記実施の形態等では、絶縁体２０が設けられていたが、省略されてもよい。こ
の場合には、配線３３および配線３４は、文字通り中空配線となる。
【符号の説明】
【００９９】
　１…発光装置、２…表示装置、３…照明装置、１０，１０Ｂ，１０Ｇ，１０Ｒ，１１０
Ｂ，１１０Ｇ，１１０Ｒ…発光素子、１１…第１導電型層、１２…活性層、１３…第２導
電型層、１４…第１電極、１５…第２電極、１６…接合材、２０…絶縁体、３１，３２…
端子電極、３３，３４…配線、３３Ａ，３４Ａ…突起部、１００Ｂ，１００Ｇ，１００Ｒ
…ウェハ、１２０…犠牲層、１３０…シード金属、１４０…めっき金属、１５０…間隙、
１６０，１６１，１６２，１６３…透明樹脂層、２００Ｂ，２００Ｇ，２００Ｒ…仮固定
用基板、２１０…表示パネル、２１０－１，３３０－１…実装基板、２１０－２，３１０
，３３０－２…透明基板、２１０Ａ…表示領域、２１０Ｂ…フレーム領域、２１１…デー
タ配線、２１１Ａ，２１２Ａ…分枝、２１２…スキャン配線、２１３…表示画素、２１４
…照明画素、２１５，２１５Ｂ，２１５Ｇ，２１５Ｒ…蛍光体、３００，４００…配線基
板、３２０…感光性樹脂層、３２０Ａ…光硬化領域、３３０…照明パネル、３３０Ａ…照
明領域、４１０…支持基板、４２０…電極パッド、Ｃ１，Ｃ２…接続点、Ｄ…距離、Ｇ１
，Ｇ２，Ｇｉ…ブロック、Ｈ１，Ｈ２…高さ、Ｗ１，Ｗ２…横幅、θｍ…臨界角。
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